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議案第１号  

 

 

 

我孫子市第３期教育振興基本計画の策定について  

 

 

我孫子市第３期教育振興基本計画を別冊のとおり策定する。  

 

 

 

令和６年２月２０日提出  

 

 

 

 

                   我孫子市教育委員会     

 

  ○○○○              教育長 丸  智 彦  

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 我孫子市教育大綱に掲げる我孫子市の目指す教育を実現するため、我孫子

市第３期教育振興基本計画を策定するものです。  
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議案第２号 

 

 

 

令和６年度我孫子市教育施策の策定について  

 

 

令和６年度我孫子市教育施策を次のように定める。  

 

 

 

令和６年２月２０日提出  

 

 

 

 

                   我孫子市教育委員会     

 

  ○○○○              教育長 丸  智 彦  

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 令和６年度における教育行政の施策を定めるため、提案するものです。  
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『我孫子市教育施策』は、教育委員会議の審議を経て、毎年度定めています。施

策の展開にあたっては、積極的に情報を発信するなどして、市民の皆様と情報の

共有を図りながら社会全体で「生きる力」をより一層育み、施策の基本方針であ

る「個性を尊重し、互いに学び合う、学校教育並びに生涯学習の推進」を目指し

ていきます。   

令和６年度我孫子市教育施策  

【基本方針】  

個性を尊重し、互いに学び合う、学校教育並びに生涯学習の推進  

 

【目標】  

Ⅰ .確かな学力と豊かな心、健やかな体を育み、子ども一人ひとりがい

きいきと輝く魅力ある学校づくりの推進  

重点施策１．学校教育環境の充実   

（１）安心して快適に学べる教育・学習環境の充実  

○児童生徒の安全確保と防災体制・安全教育・防災教育の充実  

○小中学校における学習環境の整備と充実  

〇我孫子市公共施設等総合管理計画に基づく学校施設の個別施設計画の推

進  

（２）信頼される学校づくりの推進、教職員の意識高揚を図る職場環境づくり  

  〇学校評価・学校運営協議会制度を活用した学校経営の改善  

  〇「我孫子市学校職員の働き方会改革推進プラン」における、学校を支える

人員体制の整備の推進  

  〇業務の平準化や教材・資料の共有化、学校行事の見直しを進めるなど、教

職員の負担軽減に向けた取組の推進  

○教職員全員で取り組む不祥事防止対策及びモラールアップ委員会の充実  

重点施策２．子どもがいきいきと輝く学校づくり  

（１）確かな学力の育成   

〇生きて働く「知識及び技能」の習得、未知の状況にも対応できる「思考力、

判断力、表現力等」、学びを人生や社会に生かそうとする「学びに向かう
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力、人間性等」の育成  

○「主体的・対話的で深い学び」の実現にむけた授業改善の推進  

  ○指導方法や指導体制の工夫改善による「個別最適な学び」と「協働的な学

び」の実現  

〇 ICTI環境の整備による学習の充実及び情報活用能力の育成  

〇ユニバーサルデザイン IIの視点による全員がわかる授業づくり  

○学級経営の支援（Ｑ－Ｕ検査 III（ＷＥＢＱＵ）の活用）と指導力の向上  

  ○児童生徒及び教職員の学校図書館活用の推進  

  ○外国語・外国語活動における指導力の向上及びＡＬＴの活用  

（２）心身ともに健康な児童生徒の育成  

  ○思いやりのある豊かな心、社会性を育む規範意識を醸成する人権教育、  

体験活動及び道徳教育の充実  

  ○望ましい生活習慣につながる健康教育・食育の推進  

  ○心身の健全な発達を支える学校体育の充実  

  ○情操豊かな心を育てる文化的行事や学習活動の支援  

（３）幼児教育と小学校教育との連携・小中一貫教育の推進  

〇幼児教育・保育から小学校教育への円滑な接続や、いわゆる「小１プロブ

レム IV」の解消などに向けた幼保小連携の推進  

〇郷土愛を育み、未来を拓く力と輝く心の育成を目指す、義務教育９年間を  

見通した小中一貫教育の推進  

〇中学校区ごとに目指す１５歳の生徒像を基にして作成したグランドデザ  

インを掲げ、地域の特色と人材を最大限に活かした小中一貫教育の推進  

○学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社会的･職業的自立  

に向け必要な基盤となる資質・能力を育成するキャリア教育の充実  

（４）地域に密着した学習の場の提供  

〇地域性を生かした学びの資源の活用    

〇ふるさと学習の推進    

（５）地域とともにある学校づくり  

○コミュニティ・スクール（学校運営協議会 Vの設置）による学校と地域との

連携・協働体制の構築  
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○地域学校協働活動推進事業 VIの充実  

○地域の大学・高等学校との連携強化による児童生徒への学習支援の推進  

〇中学校部活動における地域人材を活用した部活動指導員の配置  

（６）長期欠席児童生徒対策事業の強化  

  ○不登校予防や解消に向けた支援体制の充実と関係機関との連携強化  

  〇我孫子市教育支援センター（かけはし・ひだまり）の機能強化   

  〇校内教育支援センターの充実  

○自立と社会参加を目指した支援体制の整備  

（７）いじめ・非行防止対策  

○我孫子市いじめ防止対策推進条例に沿ったいじめの予防、早期発見と対処

及び解消  

○学校・市ほか関係機関との連携強化と相談窓口の充実  

〇街頭パトロールの実施、青少年育成団体との連携強化による少年の非行防

止活動の推進  

  ○警察・生活安全関係機関との連携強化  

重点施策３．子どもの成長に応じた発達への支援   

（１）一人ひとりの状況に応じたきめ細かな支援体制の構築  

  ○就学支援の充実  

  〇個々に応じた教育体制の整備  

（２）教育相談・支援体制の充実  

 ○教育相談を充実させるシステムの構築  

○帰国・外国人児童生徒への支援体制の整備  

（３）特別支援教育の推進  

○一人ひとりの教育的ニーズに対応した特別支援教育の推進  

○特別に支援を要する児童生徒への支援体制の充実  

（４）子ども部及び健康福祉部との連携強化  

○療育・教育システムの充実と切れ目のない支援  

〇児童虐待の早期発見や児童生徒の自殺防止対策等についての連携強化  

 

 



６ 

 

Ⅱ . 市民が地域の自然や文化に愛着を持ち、豊かな人生を送ることがで

きる環境づくりの推進  

重点施策１．生涯学習環境の充実  

（１）学びたいときに学べる学習機会の充実  

  ○公民館の学級・講座や生涯学習出前講座の充実  

○鳥の博物館の教育普及活動の拡充  

○図書館サービスの充実、市民の読書活動の推進  

〇移動図書館車の積極的な活用  

（２）人づくり・まちづくりにつながる学習活動の支援 

  ○時代の変化や地域の課題に対応した学習機会の提供  

  ○学んだ成果を社会や地域で活かせる人材の育成・活用  

（３）学習施設の整備・充実   

  ○公民館、図書館、鳥の博物館などの施設・機能の充実  

（４）市民の学習活動を支える体制の整備   

    ○生涯学習推進計画に基づく施策の推進  

    ○生涯学習に関する情報の収集・提供と相談体制の整備・充実  

  ○市民活動団体・NPO 法人・学校・企業等との連携強化  

  ○生涯学習ボランティアの育成・活用  

  ○子ども部等と連携した、子どもの読書活動推進計画の推進  

重点施策２．歴史文化財の保存・継承と文化の振興   

 （１）文化芸術活動への支援と環境整備  

    ○後援等の事業による文化芸術活動の充実  

    ○既存施設の効率的利用の促進  

（２）新たな文化芸術活動の創出  

    ○文化芸術活動や団体に関する情報の発信  

    ○文化芸術活動にふれる機会や参加する機会の充実  

  ○文化芸術活動団体との協働のしくみを見直し、新たな魅力の創出  

（３）地域文化・郷土芸能の保存と継承  

  ○生活文化や郷土芸能の聞き取りや現地踏査などの調査・研究  

  ○生活文化や郷土芸能の継承  



７ 

 

（４）歴史的・文化的遺産の整備・活用  

  ○指定文化財制度や文化財登録制度による文化財の保存・活用  

  〇文化財保存活用地域計画に基づく整備・活用の推進  

（５）埋蔵文化財や歴史資料の調査・研究  

    〇埋蔵文化財や歴史資料に関する調査・研究の推進  

    〇埋蔵文化財や歴史資料に関する報告書・資料集等の刊行  

（６）歴史的・文化的遺産に関する情報発信の拡充  

    〇歴史的・文化的遺産を公開する場や機会の確保  

    〇地域の歴史や文化に親しめる環境づくりの推進  

重点施策３．スポーツの振興  

（１）スポーツ施設の管理・整備と民間施設等の活用  

  ○スポーツ施設の適正な維持管理  

  ○民間スポーツ施設の活用や近隣市施設の相互利用の推進  

（２）生涯スポーツの推進  

    ○スポーツ推進委員と連携した総合型地域スポーツクラブの育成・支援  

   ○生涯スポーツを支えるスポーツ指導者の養成  

  〇スポーツ推進計画の推進  

（３）スポーツを楽しむ機会の充実  

  ○市民が気軽に参加できるスポーツイベント等の開催  

                                            
I ICT（情報コミュニケーション技術）： Information and Communication Technology の略。国の G IG A

スクール構想（※）に基づき、市内小中学校の全児童生徒にタブレット端末配置と、高速通信環境を

整備し、学習で活用しています。学習活動の充実や、急速に変化する情報社会に求められる能力の育

成に取り組んでいます。※ G IG A（ギガ）スクール構想： GIGA＝ Global and Innovation Gateway 

for All の略。子どもたち一人ひとりに合った学びの実現や、これまでの教育活動とともに情報通信

技術を活用する取り組みです。   

II 学力の優劣や発達障害等の有無に関わらず、すべての児童生徒が「楽しくわかる・できる」ことを目

指し、教科指導における工夫や様々な子どもへの配慮を駆使して行う授業。  

III Ｑ－Ｕ検査（学級診断尺度調査）：Questionnaire-Utilities の略。学校生活における児童・生徒個々

の意欲や満足感、および学級集団の状態を質問紙によって測定します。  実施により、いじめの防止・

発見、よりよい学級集団づくりに活用できます。我孫子市では、小学校は、 3・ 4・ 5・ 6 年生、中学校

は、 1・ 2・ 3 年生で実施します。  
IV 入学したばかりの 1 年生で、集団行動がとれない、授業中座っていられない、話を聞かないなどの

状態が数カ月継続する状態です。  
V 平成 29 年 3 月の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の改正により、学校運営協議会の設

置が努力義務化されています。また、「学校運営協議会を設置した学校」と定義されているコミュニテ

ィ・スクールは、「地域学校協働活動推進事業」とともに「地域とともにある学校づくり」のツールと

して示されています。  
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VI 地域学校協働活動推進員を中心とする「地域学校協働本部」を設置し、地域住民や保護者が学校支援

ボランティアとなり、学習や部活動の指導などについて、学校のニーズや地域の実情に応じて学校教

育活動の支援を行うとともに、学校を核とした街づくりのためのネットワークを構築するものです。  

 



目標Ⅰ.

重点施策1．

（1） 安心して快適に学べる教育・学習環境の充実

総務課

（2）

②
教育大綱の改訂に合わせて（5）から
（2）に施策を移動し、文言整理

学校教育課

思いやりのある豊かな心、社会性を育む規範意識を醸
成する人権教育、　体験活動及び道徳教育の充実

望ましい生活習慣につながる健康教育・食育の推進

心身の健全な発達を支える学校体育の充実

情操豊かな心を育てる文化的行事や学習活動の支援

①

児童生徒の安全確保と防災体制・安全教育・防災教育
の充実

小中学校における学習環境の整備と充実

我孫子市公共施設等総合管理計画に基づく学校施設
の個別施設計画の推進

生きて働く「知識及び技能」の習得、未知の状況にも対
応できる「思考力、判断力、表現力等」、学びを人生や
社会に生かそうとする「学びに向かう力、人間性等」の
育成

指導方法や指導体制の工夫改善による「個に応じた指
導」の充実

ICT 環境の整備による個別最適な学びと協働的な学び
の充実及び情報活用能力の育成

ユニバーサルデザイン の視点による全員がわかる授
業づくり

信頼される学校づくりの推進、教職員の意識高揚を図
る職場環境づくり

学校評価・学校運営協議会制度を活用した学校経営
の改善

「我孫子市学校職員の働き方会改革推進プラン」にお
ける、学校を支える人員体制の整備の推進

業務の平準化や教材・資料の共有化、学校行事の見
直しを進めるなど、教職員の負担軽減に向けた取組
の推進

外国語・外国語活動における指導力の向上及びＡＬＴの
活用

確かな学力の育成

教職員全員で取り組む不祥事防止対策及びモラール
アップ委員会の充実

確かな学力と豊かな心、健やかな体を育み、子ども一
人ひとりがいきいきと輝く魅力ある学校づくりの推進

学校教育環境の充実

教育大綱の改訂に伴う文言整理

学校教育の充実 教育大綱の改訂に伴う文言整理

子どもの創造性と自主性を育む教育の充実

心身ともに健康な児童生徒の育成

教育大綱の改訂に合わせて（4）から
（1）に施策を移動し、文言整理

「主体的・対話的で深い学び」の実現にむけた授業改
善の推進

学級経営の支援（Ｑ－Ｕ検査 の活用）と指導力の向上

児童生徒及び教職員の学校図書館活用の推進

令和6年度　我孫子市教育施策改定整理表

改定後（令和6年度） 改定前（令和5年度） 改定事由

学校教育課
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（3）

（4）

学校教育課

総務課

（5）

⑤

教職員全員で取り組む不祥事防止対策及びモラール
アップ委員会の充実

教育大綱の改訂に合わせて（5）から
（2）に施策を移動し、文言整理

指導課

学校教育課

改定前（令和5年度）

我孫子市公共施設等総合管理計画に基づく学校施設
の個別施設計画の推進

幼児教育と小学校教育との連携・小中一貫教育の推進

④
教育大綱の改訂に合わせて（4）から
（1）に施策を移動し、文言整理

③

改定後（令和6年度）

安心して快適に学べる教育・学習環境の充実

幼児教育・保育から小学校教育への円滑な接続や、い
わゆる「小１プロブレム 」の解消などに向けた幼保小連
携の推進

郷土愛を育み、未来を拓く力と輝く心の育成を目指す、
義務教育９年間を見通した小中一貫教育の推進

中学校区ごとに目指す１５歳の生徒像を基にして作成し
たグランドデザインを掲げ、地域の特色と人材を最大限
に活かした小中一貫教育の推進

改定事由

信頼される学校づくりの推進、教職員の意識高揚を図
る職場環境づくり

子どもと向き合う時間の確保を目的とする「我孫子市学
校職員の働き方　改革推進プラン」の実施

学校評価を活用した学校運営の改善

情報の積極的な発信と保護者・地域への丁寧な説明

学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社
会的･職業的自立に向け必要な基盤となる資質・能力を
育成するキャリア教育の充実

児童生徒の安全確保と防災体制・安全教育・防災教育
の充実

我孫子市第四次総合計画に合わせて
「重点施策1．学校教育環境の充実」か
ら「重点施策2．子どもがいきいきと輝く
学校づくり」に施策を移動

小中学校における教育機器などの整備と充実
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重点施策２．

（１） 地域とともにある学校づくり

地域学校協働活動推進事業 の推進

（２）

ふるさと我孫子の資源を活用した学習の推進 指導課

学校教育課

改定事由

ICT 環境の整備による学習の充実および情報活用能
力の育成

地域の大学・高等学校との連携強化による児童生徒へ
の学習支援の推進

外国語・外国語活動における指導力の向上及びＡＬＴ
の活用

子どもがいきいきと輝く学校づくり

我孫子市第四次総合計画に合わせて
「重点施策1．学校教育環境の充実」か
ら「重点施策2．子どもがいきいきと輝く
学校づくり」に施策を移動し、文言整理

⑥

児童生徒及び教職員の学校図書館活用の推進

地域に密着した学習の場の提供

コミュニティ・スクール（学校運営協議会 の設置）による
学校と地域との連携・協働体制の構築

学級経営の支援（Ｑ－Ｕ検査 （ＷＥＢＱＵ）の活用）と指
導力の向上

改定後（令和6年度） 改定前（令和5年度）

指導課

確かな学力の育成

生きて働く「知識及び技能」の習得、未知の状況にも
対応できる「思考力、判断力、表現力等」、学びを人生
や社会に生かそうとする「学びに向かう力、人間性等」
の育成

「主体的・対話的で深い学び」の実現にむけた授業改
善の推進

指導方法や指導体制の工夫改善による「個別最適な
学び」と「協働的な学び」の実現

ユニバーサルデザイン の視点による全員がわかる授
業づくり

心身ともに健康な児童生徒の育成

思いやりのある豊かな心、社会性を育む規範意識を醸
成する人権教育、体験活動及び道徳教育の充実

望ましい生活習慣につながる健康教育・食育の推進

地域に根ざした教育の充実 教育大綱の改訂に伴う文言整理

我孫子市第四次総合計画に合わせて
「重点施策1．学校教育環境の充実」か
ら「重点施策2．子どもがいきいきと輝く
学校づくり」に施策を移動

⑦

心身の健全な発達を支える学校体育の充実

情操豊かな心を育てる文化的行事や学習活動の支援

指導課
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（３）

（４）

地域性を生かした学びの資源の活用  

（５）

（６）

「重点施策2．子どもがいきいきと輝く学
校づくり」に施策が増えたことで、（1）か
ら（5）に施策を移動し、文言整理。部活
動の地域移行の推進に伴う施策を新た
に追加

⑪

不登校予防や解消に向けた支援体制の充実と関係機
関との連携強化

我孫子市第四次総合計画に合わせて
「重点施策3．子どもの成長に応じた発
達への支援」から「重点施策2．子ども
がいきいきと輝く学校づくり」に施策を移
動し、文言整理

我孫子市教育支援センター（かけはし・ひだまり）の機
能強化

校内教育支援センターの充実

自立と社会参加を目指した支援体制の整備

我孫子市第四次総合計画に合わせて
「重点施策1．学校教育環境の充実」か
ら「重点施策2．子どもがいきいきと輝く
学校づくり」に施策を移動

学ぶことと自己の将来とのつながりを見通しながら、社
会的･職業的自立に向け必要な基盤となる資質・能力
を育成するキャリア教育の充実

中学校部活動における地域人材を活用した部活動指
導員の配置

コミュニティ・スクール（学校運営協議会 の設置）による
学校と地域との連携・協働体制の構築

地域学校協働活動推進事業の充実

長期欠席児童生徒対策事業の強化

地域の大学・高等学校との連携強化による児童生徒
への学習支援の推進

⑧

地域とともにある学校づくり

郷土愛を育み、未来を拓く力と輝く心の育成を目指す、
義務教育９年間を見通した小中一貫教育の推進

中学校区ごとに目指す１５歳の生徒像を基にして作成
したグランドデザインを掲げ、地域の特色と人材を最大
限に活かした小中一貫教育の推進

幼児教育・保育から小学校教育への円滑な接続や、い
わゆる「小１プロブレム 」の解消などに向けた幼保小連
携の推進

改定後（令和6年度）
幼児教育と小学校教育との連携・小中一貫教育の推
進

改定事由

地域に密着した学習の場の提供

ふるさと学習の推進

「重点施策2．子どもがいきいきと輝く学
校づくり」に施策が増えたことで、（2）か
ら（4）に施策を移動し、文言整理

教育相談センター

指導課

改定前（令和5年度）

指導課

⑨
指導課
教育相談センター

⑩
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（７）

重点施策３． 子どもの成長に応じた発達への支援 子どもの成長・自立への支援

（１）

帰国・外国人児童生徒への日本語支援体制の整備

⑬
我孫子市第四次総合計画に合わせて
（1）から（1）（2）（3）に施策を異動し、文
言整理

個々に応じた教育体制の整備

警察・生活安全関係機関との連携強化

自立と社会参加を目指した相談体制の整備

不登校予防や解消に向けた支援体制の充実と関係機
関との連携強化

我孫子市教育支援センター（適応指導教室）の機能強
化

就学支援の充実

一人ひとりの状況に応じたきめ細やかな支援体制の
構築

教育相談・支援体制の充実

就学支援の充実

いじめ・非行防止対策

⑫

我孫子市いじめ防止対策推進条例に沿ったいじめの
予防、早期発見と対処及び解消

我孫子市第四次総合計画に合わせて
「重点施策3．子どもの成長に応じた発
達への支援」から「重点施策2．子ども
がいきいきと輝く学校づくり」に施策を移
動

学校・市ほか関係機関との連携強化と相談窓口の充
実

街頭パトロールの実施、青少年育成団体との連携強
化による少年の非行防止活動の推進

改定後（令和6年度）

教育大綱の改訂に伴う文言整理

改定前（令和5年度） 改定事由

一人ひとりの教育的ニーズに対応した特別支援教育の
推進

特別に支援を要する児童生徒への支援体制の充実

教育相談を充実させるシステムの構築

教育相談センター

指導課
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（２）

（３）

（４）

こども発達センター
教育相談センター

社会福祉課
子ども相談課

目標Ⅱ.

重点施策２． 歴史文化財の保存・継承と文化の振興 文化・スポーツ課

重点施策３． スポーツの振興 文化・スポーツ課

（１） 文化芸術活動への支援と環境整備

⑰ 新たな大規模ホールを含めた文化施設の調査研究 生涯学習課

教育大綱の改訂に合わせて重点施策２
と３を入れ替えて施策を移動

教育大綱の改訂に合わせて重点施策２
と３を入れ替えて施策を移動

文化施設の調査研究として、幅広い世
代の市民から意見を聴くためのeモニ
ターアンケートを実施し、完了したため
削除。

スポーツの振興

文化芸術活動への支援と地域文化の継承

療育・教育システムの充実と切れ目のない支援

児童虐待の早期発見や児童生徒の自殺防止対策等
についての連携強化

⑭

街頭パトロールの実施、青少年育成団体との連携強化
による少年の非行防止活動の推進

改定後（令和6年度） 改定前（令和5年度）

⑯
「重点施策3．子どもの成長に応じた発
達への支援」の施策が増えたことで、
(3)から（4）に施策を移動し、文言整理

警察・生活安全関係機関との連携強化

特別に支援を要する児童生徒への支援体制の充実

一人ひとりの教育的ニーズに対応した特別支援教育
の推進

特別支援教育の推進 子ども部及び健康福祉部との連携強化

いじめ・非行防止対策の推進教育相談・支援体制の充実

教育相談を充実させるシステムの構築

学校・市ほか関係機関との連携強化と相談窓口の充実帰国・外国人児童生徒への支援体制の整備

児童虐待の早期発見や児童生徒の自殺防止対策等に
ついての連携強化

我孫子市第四次総合計画に合わせて
（1）から（1）（2）（3）に施策を異動

我孫子市いじめ防止対策推進条例に沿ったいじめの予
防、早期発見と対処及び解消

市民が地域の自然や文化に愛着を持ち、豊かな人生
を送ることができる環境づくりの推進

市民が生涯にわたって生き生きくらすための学習体制
の充実

我孫子市第四次総合計画に合わせて
（1）から（1）（2）（3）に施策を異動

療育・教育システムの充実

子ども部及び健康福祉部との連携強化

教育大綱の改訂に伴う文言整理

教育相談センター

教育相談センター

改定事由

⑮

14



１５ 

 

議案第３号  

 

 

   工事請負契約の締結について  

 

 我孫子市立湖北台西小学校屋上防水、外壁等改修工事の請負について、次の

とおり契約を締結する。  

 

１ 契 約 の 目 的 我孫子市立湖北台西小学校屋上防水、外壁等改修工事  

２ 契 約 の 方 法 総合評価方式一般競争入札による契約  

３ 契 約 金 額  １８３，０７０，８００円  

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  １６，６４２，８００円） 

４ 契約の相手方  我孫子市寿２丁目１番１５号  

         立沢建設株式会社  

         代表取締役  立  沢  隆  

              

 

令和６年２月２０日提出  

 

 

                   我孫子市教育委員会     

 

  ○○○○              教育長 丸  智 彦  

 

 

 

提案理由  

我孫子市立湖北台西小学校屋上防水、外壁等改修工事の請負契約の締結に

向け、議会に上程されるよう、市長に依頼するものです。  

   



１６ 

 

工事請負契約の締結に関する資料      

 

１  事業概要 

 （１） 事業名称  

     小中学校施設の維持管理  

 （２） 対象となる公共施設の種類  

     小学校 

 （３） 事業目的  

     湖北台西小学校の校舎は、昭和４５年から昭和４８年に建設され、

建設から全ての校舎が５０年以上経過しており、老朽化により雨漏り

が各所で生じていることから、校舎の屋上防水及び外壁、建具等の改

修を実施する。 

 （４） 施設の所在地  

     我孫子市湖北台８丁目１７番１号 

 （５） 事業期間  

     令和６年４月１日から令和７年２月２８日まで  

２  施設概要 

  ［普通教室棟（Ａ棟）］  

    構  造 鉄筋コンクリート造３階建  

    延べ面積 ６１４.００㎡ 

    建築年月 昭和４８年３月（築５０年）  

  ［普通教室棟（Ｂ棟）及び渡り廊下］  

    構  造 鉄筋コンクリート造３階建  

    延べ面積 １，５４５.００㎡  

    建築年月 昭和４８年３月（築５０年）  

  ［普通教室棟（Ｃ棟）］  

    構  造 鉄筋コンクリート造３階建  

    延べ面積 ２，８７７.８８㎡  

    建築年月 昭和４５年３月管理教室棟（築５３年）  

         昭和４７年１月管理教室棟（築５２年）  



１７ 

 

３  工事対象施設 

 

 

体育館 


